
令和５年度における独立行政法人農業者年金基金の 

中小企業者に関する契約の方針 

 

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和４１年法律第

９７号）第５条の規定に基づき、令和５年度における中小企業者の受注の機会の

増大を図るための方針を以下のとおり定める。 

 

第１ 中小企業者の受注の機会の増大の目標に関する事項 

１ 中小企業・小規模事業者向け契約目標 

   令和５年度の独立行政法人農業者年金基金（以下「基金」という。）に  

おける官公需予算総額に占める中小企業・小規模事業者向け契約の金額が

８９百万円、比率が５２．３％になるよう努めるものとする。 

２ 新規中小企業者向け契約目標 

   新規中小企業者向け契約目標については、「中小企業者に関する国等の契

約の基本方針」（令和５年４月２５日閣議決定。以下「基本方針」という。）

において「新規中小企業者の契約比率についても、前年度までの実績を上回

るよう努め、引き続き国等全体として３％以上を目指すものとし、取組を加

速して着実な目標達成を図るものとする。」と定められている。 

このことを踏まえ、中小企業・小規模事業者向け契約目標のうち、新規  

中小企業者の契約比率については、基本方針と同じ比率３％以上になるよ

う努めるものとする。 

 

第２ 中小企業者の受注の機会の増大のために講ずる措置に関する事項 

 中小企業者の受注の機会の増大のために講ずる措置については、基本方針に

即するとともに、次の事項について取り組むこととする。 

１ 官公需情報の提供の徹底 

    入札及びオープンカウンタ方式による調達情報をホームページへ掲載す

ることによって、中小企業・小規模事業者の競争参加者の拡大を図る。 

    また、事業者に予見可能性等を持たせるため、契約の発注見通しを、ホー

ムページへ掲載する。 

２ 中小企業・小規模事業者が受注し易い発注とする工夫 

    中小企業・小規模事業者が入札等に余裕をもって計画的に参加できるよ

う、仕様の内容に応じて適切な公示期間を設けることに加え、必要に応じて

説明会を実施し、説明会から入札までの期間を十分に確保する。 

 

３ 知的財産権の取り扱いの明記 



    著作権等の知的財産権が含まれる印刷製造の発注等に当たっては、知的

財産権の使用等についてその範囲を事前に検討した上で、その取扱いを書

面で明確にするよう努める。 

４ 中小企業・小規模事業者の資金繰りへの配慮 

    契約の内容等に応じて部分払（毎月払い等）を行うよう配慮する。 

５ 最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し 

    特に人件費率の高い役務契約であって人件費単価が低い業務（清掃等）

に関し、年度途中に最低賃金額の改定があった場合は、適正な価格で契約金

額の見直しが行われるよう検討し対応するように努めるものとする。 

 

第３ 新規中小企業者及び組合の活用に関する事項 

 新規中小企業者等の活用のために講ずる措置については、基本方針に即する

とともに、次のとおり取り組むこととする。 

１ 類似の契約で新規中小企業者との契約実績のある契約がある場合には、新

規中小企業者の参入を妨げることがないよう特に留意して、仕様内容等を定

めるものとする。 

２ 契約相手方が新規中小企業者であるときは、必要に応じて、国における競争

契約参加資格の取得を促すものとする。 

３ 一般競争入札による場合、競争参加者の資格の設定に際し、契約の履行の確

保に支障がないと認められる限り、下位等級者の参加が可能となるよう努め

るものとする。 

４ 少額の随意契約による場合、契約の内容等を踏まえ、可能な限り新規中小企

業者の競争の参加に努めるものとする。 

 

第４ 前３号に掲げるもののほか、中小企業者の受注の機会の増大に関し必要

な事項 

１ 中小企業者の受注の機会の増大のための推進体制 

    中小企業者の受注の機会の増大のため、別紙のとおり推進本部を設置す

る。 
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